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人事労務レポート 
 

★★ 今回のテーマ ★★ 

ねんきん特別便 

＜年金記録問題への対応＞ 

発行元 ： 社会保険労務士 山口事務所 
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-27-1 

三協ビル 3F 

TEL : 0422-49-7340   FAX : 0422-49-7381 

E-mail   : h-yamaguchi@ys-office.co.jp 

URL     : http://www.ys-office.co.jp  

12 月 17 日にねんきん特別便の発送が始まりました。該

当者不明の約 5,000 万件の年金記録の持ち主を捜すため

に、過去の年金加入記録を通知し確認を求めるのが目的

です。社会保険庁が設置した相談電話には 19 日までに 1

万 6,000 件を超える問い合わせがありました。今後、この

件に関して従業員から相談されるケースも予想されます。 

今回は、ねんきん特別便の内容、送付後の対応について

解説していきます。 
 

１. そもそも年金記録問題とは？ 
平成 9年 1月に共通の基礎年金番号制度が導入される

前は、国民年金や厚生年金等それぞれの制度ごとに記録

が管理され、同じ厚生年金でも会社が変わった際に別番

号が付けられるなど、1 人につき複数の手帳番号が交付さ

れていました。 

平成 9 年の基礎年金番号制度導入時や年金の裁定請

求時等に複数ある番号（記録）の統合作業が行われ、約 2

億 5,000 万件がこれまでに統合されましたが、約 5,000 万

件が統合しきれず宙に浮いてしまいました。その他、社保

事務所職員の記録入力ミス等もあり、年金記録の管理が

適正にされず、本来もらえる年金がもらえない状況にあ

る、というのがこの年金記録問題です。 
 

２. ねんきん特別便の内容・スケジュール 
年金記録問題の解決のため、来年 10 月までにすべての

年金受給者と現在加入している人にねんきん特別便によ

る年金記録の通知が行われます。送付時期は下の表のと

おりです。 
 

送付対象 送付時期 

調べた結果、記録が結びつ

く可能性のある人 
19 年 12 月～20 年 3 月

年金受給者 20 年 4 月・5 月 
その他の人 

現役加入者 20 年 6 月～10 月 
 

コンピュータによる名寄せ（照合）作業の結果、基礎年金

番号に結びつく可能性のある記録が出た人に対して、来年

3月までにねんきん特別便が送られてきます。よって、来

年 3月までに送られてきた人は要注意です。記録が統合

されていない可能性が非常に高いと思われます。記載され

ている年金記録を必ず確認し、もれがないかどうかチェック

してください。 

しかし、残念なことに、他の会社等での年金記録があると

思われる人に対して、社会保険庁は「十分にご確認くださ

い。」というだけで、肝心の会社名等を教えてはくれませ

ん。本人が会社名、加入期間の申出をして、はじめて年金

記録の統合が行われることとなります。 

３. ねんきん特別便が来たら・・・ 
■勤務先名、資格取得・喪失日がすべて正しい。 

     ↓ 

確認はがきの「訂正がない」と記載された箇所に○をし、

返送します。これで終了です。 
 

■勤務先名、資格取得日・喪失日が間違っている（間違

っている可能性がある）。 

     ↓ 

確認はがきの「訂正がある」と記載された箇所に○をし、

同封されている照会票に抜けていると思われる会社名・期

間を書きます。 

     ↓ 

【すでに年金をもらっている人】 

照会票と年金証書をもって社保事務所に行き、記録統合

の手続きをします。社保事務所に行けない場合は、専用ダ

イヤル（0570-058-555）に連絡し、郵送で手続きをします。

【まだ年金をもらっていない人】 

照会票を返信用封筒で返送し、社会保険庁の記録調査

結果が出るのを待ちます。 

＊照会票には社長や同僚の名前、会社名の一部でもい

いので申告してください。会社名や期間を完全に覚えてい

なくても本人の加入期間として認められる場合があります。
 

４. 企業への影響と今後の対応 
今回の特別便や今後定期的に行われる記録通知によ

り、社会保険手続きに不備があった企業への責任問題も

出てくることが予想されます。 

また、この問題の解決のため、日本経団連等を通じて企

業に対し、相談窓口の設置や年金記録に関する照会の企

業内での取りまとめも要請されています。今後従業員から

の質問や相談もあるかと思われます。その際は当方まで

ご連絡ください。 

この通知は社保事務所に登録してある住所に送付されます

ので、住所変更の届出がない場合は通知が届かなくなること

があります。従業員の方が住所変更された際は必ず手続きを

してください（顧問先企業様は当方までご連絡ください）。 

早いもので今年もあと 10 日ばかりを残すのみとなってしまい

ました。本レポートも年内最後です。来年も人事労務に関する

トピックスや法改正情報等をいろんな角度でお伝えしていきた

いと思います。来年もよろしくお願いします。 

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務の手続き ― 

・年末調整（12 月最終給与時または賞与時） 

・賞与支払届の提出 


